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住まいの防犯対策サポート事業の事業規模の拡大について 

 

１ 主旨 

  区では、個々の住宅の防犯機能を高めることで犯罪を抑止し、区民の犯罪不安の軽減

と防犯意識の更なる向上を図るため、住宅の防犯設備の設置等に対する費用を補助する

住まいの防犯対策サポート事業を実施しているところであるが、補正予算により事業規

模を拡大する。 

  実施事業の概要…別紙参照 

 

２ 拡充の概要 

  東京都は、令和７年度の緊急対策として侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器等の

導入に関する補助として防犯機器等購入緊急補助事業を実施した。 

  区では東京都の補助事業を活用し、住まいの防犯対策サポート事業の事業規模を拡大

する。 

（１）申請想定世帯数 

   申請想定世帯数は、世田谷区全世帯数の３％まで拡大する。 

   ・世田谷区全世帯数：５０５，７９６世帯（R7.4.1現在） 

   ・申請率：全世帯の３％ １５，１７４世帯 

   ・令和７年度当初予算での申請率：全世帯の１％ ５，０２７世帯（R6.12.1現在） 

（２）事業規模 

   拡大後の補助金と事務費については、以下を見込み、第１次補正予算案に計上する。 

    当初予算 （全世帯１％） ２０３，０２６千円…① 

    変更後予算（全世帯３％） ６１０，３９１千円…② 

    ②―①（第１次補正予算案）４０７，３６５千円 

   【内訳】・補助金 ６０６，９６０千円 

       ・事務費    ３，４３１千円 

＜特定財源＞ 東京都防犯機器等購入緊急補助事業（１／２） ３０６，９０９千円 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  ６月  令和７年第２回区議会定例会への補正予算案提案 

  ９月末 事業受付終了 
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